
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
百
八
十
三
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三

年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適

合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
様
式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
総
務

省
告
示
第
六
百
四
十
号
（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
様

式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
端
末
機
器
に
付
す
る
文
字
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
頁

改

正

後

改

正

前

次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
端
末
機
器
に
付
す
る
文
字
等
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
各
号
列
記

［
同
上
］

の
順
に
行
う
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
（
三
桁
）

三

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
（
三
桁
）

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関

区
別

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関

区
別

［略

］

［同
左

］

c
etec

om
adv

ance
d
G
mbH

202
CT
C
ad
van

ced
Gm
bH

20
2

［略

］

［同
左

］

Bay
Ar
ea

Com
plia

nce
La
bora

tor
ies

Co
rp.

2
11

Bay
Are

a
C
omp

lian
ce

Lab
ora

tori
es

Cor
p.

211

Tim
co

E
ngi

nee
rin

g,
I
nc.

2
17

c
ete

com
adv

anc
ed

GmbH
2
15

T
imc

o
E
ngi

neer
ing

,
I
nc.

2
17

［略

］

［同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


